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三 

信
用
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
百
四
十
二
号
） 

改 

正 

案 

現 

行 
（
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
四
条
の
四 

法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
お
い
て
代
理
人
に
よ
る
代
理

権
の
行
使
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
十
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
十
条
第
六

項 

電
磁
的
記
録 

電
磁
的
記
録
（
同
法

第
二
十
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
電
磁
的

記
録
を
い
う
。
） 

２ 

法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
お
い
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の

行
使
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
十
二
条
第

一
項 

電
磁
的
方
法
に
よ
る 

電
磁
的
方
法(

信
用

金
庫
法
第
十
二
条
第

（
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
四
条
の
四 

法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
お
い
て
代
理
人
に
よ
る
代
理

権
の
行
使
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
十
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
十
条
第
六

項 

電
磁
的
記
録 

電
磁
的
記
録
（
同
法

第
二
十
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
電
磁
的

記
録
を
い
う
。
） 

２ 

法
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
お
い
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の

行
使
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
十
二
条
第

一
項 

電
磁
的
方
法
に
よ
る 

電
磁
的
方
法(

信
用

金
庫
法
第
十
二
条
第



 

2 

三
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
方
法
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
第

三
項
に
お
い
て
同

じ
。)

に
よ
る 

第
三
百
十
二
条
第

四
項 

電
磁
的
記
録 

電
磁
的
記
録
（
信
用

金
庫
法
第
二
十
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る

電
磁
的
記
録
を
い

う
。
） 

 

三
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
方
法
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
第

三
項
に
お
い
て
同

じ
。)

に
よ
る 

第
三
百
十
二
条
第

四
項 

電
磁
的
記
録 

電
磁
的
記
録
（
信
用

金
庫
法
第
二
十
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る

電
磁
的
記
録
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
） 

 

 
 

 

第
九
条
の
三 

削
除 

（
清
算
人
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
九
条
の
三 

法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
清
算
人
に
つ
い
て

会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

株
式
会
社 

清
算
金
庫 
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第
三
百
五
十
七
条

第
一
項 

株
主
（
監
査
役
設
置

会
社
に
あ
っ
て
は
、

監
査
役
） 

監
事 

第
三
百
六
十
条
第

一
項 

株
式
を
有
す
る
株
主 

会
員
で
あ
る
者 

株
式
会
社 

清
算
金
庫 

第
三
百
六
十
一
条

第
一
項 

株
式
会
社 

清
算
金
庫 

第
三
百
八
十
一
条

第
二
項
、
第
三
百

八
十
五
条
第
一
項

及
び
第
三
百
八
十

六
条
第
一
項
（
見

出
し
を
含
む
。
） 

監
査
役
設
置
会
社 

清
算
金
庫 

第
三
百
八
十
六
条

第
二
項 

第
三
百
四
十
九
条
第

四
項 

信
用
金
庫
法
第
三
十

五
条
の
九
第
一
項 

監
査
役
設
置
会
社 

清
算
金
庫 

第

四

百

三

十

条

（

見

出

し

を

含

む
。
） 

役
員
等 

清
算
人
又
は
監
事 

株
式
会
社 

清
算
金
庫 
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２ 

法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
清
算
人
の
責
任
を
追
及
す
る

訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社

法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
四
十
七
条

第
一
項
及
び
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま

で 

株
式
会
社 

清
算
金
庫 

第
八
百
四
十
八
条 

株
式
会
社
又
は
株
式

交
換
等
完
全
子
会
社

（
以
下
こ
の
節
に
お

い

て

「

株

式

会

社

等
」
と
い
う
。
） 

清
算
金
庫 

第
八
百
四
十
九
条

第
一
項 

株
式
会
社
等 

清
算
金
庫 

第
八
百
四
十
九
条

第
三
項 

株
式
会
社
等
、
株
式

交
換
等
完
全
親
会
社

又
は
最
終
完
全
親
会

社
等
が
、
当
該
株
式

会
社
等
、
当
該
株
式

清
算
金
庫
が
、 
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交
換
等
完
全
親
会
社

の
株
式
交
換
等
完
全

子
会
社
又
は
当
該
最

終
完
全
親
会
社
等
の

完
全
子
会
社
等
で
あ

る
株
式
会
社
の 

株
式
会
社
の
区
分 

清
算
金
庫
の
区
分 

第
八
百
四
十
九
条

第
三
項
第
一
号 

監
査
役
設
置
会
社 

清
算
金
庫 

第
八
百
四
十
九
条

第
四
項
及
び
第
五

項
、
第
八
百
五
十

条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
、
第
八

百
五
十
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
八
百
五
十

三
条
第
一
項 

株
式
会
社
等 

清
算
金
庫 

 
 

 
 

 
 

（
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
読
替
え
） 

（
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
読
替
え
） 



 

6 

第
九
条
の
五 

法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
商

業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事

務
所
」
と
、
「
支
店
」
と
あ
る
の
は
「
従
た
る
事
務
所
」
と
、
「
商
号
」

と
あ
る
の
は
「
商
号
又
は
名
称
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業

登
記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
七
十
一
条
第
三

項 

会
社
法
第
四
百
七
十

八
条
第
一
項
第
一
号 

信
用
金
庫
法
第
六
十

三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
四
百

七
十
八
条
第
一
項
第

一
号 

同
法
第
四
百
八
十
三

条
第
四
項 

信
用
金
庫
法
第
六
十

三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
四
百

八
十
三
条
第
四
項 

第
八
十
二
条
第
三

項 

第
八
十
条
又
は
前
条 

信
用
金
庫
法
第
八
十

三
条
又
は
第
八
十
四

条 

第
九
条
の
五 

法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
商

業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事

務
所
」
と
、
「
支
店
」
と
あ
る
の
は
「
従
た
る
事
務
所
」
と
、
「
商
号
」

と
あ
る
の
は
「
商
号
又
は
名
称
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業

登
記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
七
十
一
条
第
三

項 

会
社
法
第
四
百
七
十

八
条
第
一
項
第
一
号 

信
用
金
庫
法
第
六
十

三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
四
百

七
十
八
条
第
一
項
第

一
号 

同
法
第
四
百
八
十
三

条
第
四
項 

信
用
金
庫
法
第
六
十

三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
四
百

八
十
三
条
第
四
項 

第
八
十
二
条
第
三

項 

第
八
十
条
又
は
前
条 

信
用
金
庫
法
第
八
十

三
条
又
は
第
八
十
四

条 
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第
百
四
十
六
条
の

二 

商
業
登
記
法 

 

信
用
金
庫
法
第
八
十

五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
商
業
登
記
法 

 
 

 
 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

 
 

  


